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information

親
業
訓
練
入
門
講
座

　
　
「
子
育
て
が
楽
し
く
な
る
」

　
親
業
講
座
よ
り
さ
ら
に
深
く
学
べ
る
講

座
で
す
。
親
業
講
座
を
受
講
し
て
い
な
い

方
も
も
ち
ろ
ん
Ｏ
Ｋ
で
す
。
3
時
間
の
講

座
を
2
回
受
講
し
て
完
結
し
ま
す
。

定
員　
20
人

日
時　
12
月
４
日
㈮
・
12
月
11
日
㈮　

午
前
9
時
30
分
～
12
時
30
分

場
所　
成
東
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー　
第

2
保
健
指
導
室

講
師　
齋
藤
ひ
と
み
氏

　
（
親
業
訓
練
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
）

※
託
児
有
り　
参
加
費
・
託
児
無
料

※
参
加
・
託
児
希
望
の
方
は
生
涯
学
習

課
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

・
　
生
涯
学
習
課

　
　
☎
０
４
７
５（
８
０
）１
４
５
６

第
10
回
山
武
市
生
涯
学
習
振
興

大
会
開
催
の
お
知
ら
せ

　
今
年
度
は
、
木
山
裕
策
氏
を
招
い
て

ト
ー
ク
＆
ラ
イ
ブ
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

病
と
闘
い
な
が
ら
歌
手
と
し
て
の
夢
を

諦
め
き
れ
ず
、
家
族
の
支
え
が
あ
っ
て

念
願
の
メ
ジ
ャ
ー
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た

す
。
澄
み
渡
る
歌
声
に
家
族
愛
を
感
じ

て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時　
11
月
21
日
㈯　
午
後
１
時
受
付

開
始　
午
後
1
時
30
分
開
会

場
所　
成
東
文
化
会
館
の
ぎ
く
プ
ラ
ザ

記
念
イ
ベ
ン
ト　
木
山
裕
策　
ト
ー
ク

＆
ラ
イ
ブ
「
ガ
ン
と
の
闘
い　
家
族

へ
の
思
い　
だ
か
ら
歌
う　
Ｈ
Ｏ
Ｍ

Ｅ
」

参
加
費　
無
料

主
催　
山
武
市
社
会
教
育
委
員
会

　
生
涯
学
習
課

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
４
５
１

０
４
７
５（
８
０
）１
４
０
０

　
　
　

�shogaigakushu@
city.

　
　
　
　

sam
m
u.lg.jp

わ
が
家
の
耐
震
相
談
会

～
地
震
に
備
え
て
、
わ
が
家
の
耐
震
化
を
～

住
ま
い
の
耐
震
性
に
つ
い
て
無
料
で

建
築
士
に
相
談
で
き
ま
す
。

日
時　
11
月
23
日
（
月
・
祝
）　

　
午
前
９
時
30
分
～
午
後
２
時

会
場　
松
尾
交
流
セ
ン
タ
ー
洗
心
館
駐

車
場
（
産
業
ま
つ
り
会
場
内
）

対
象　
昭
和
56
年
以
前
に
新
築
し
た
木

造
住
宅
に
お
住
ま
い
の
方

内
容　
建
築
士
に
よ
る
個
別
相
談（
無
料
）

定
員　
10
組
程
度
（
事
前
予
約
制
）

　
電
話
、
メ
ー
ル
な
ど
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
（
電
話
は
土
日
祝
日
を
除

く
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
）。

締
切　
11
月
19
日
㈭

主
催　
千
葉
県　
（
共
催　
山
武
市
）

協
力　
千
葉
県
建
築
士
事
務
所
協
会

・
　
都
市
整
備
課

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
９
１

toshiseibi@
city.sam

m
u.lg.jp

都
市
計
画
変
更
案
の
縦
覧

【
案
の
縦
覧
】

種
類　

�

さ
ん
む
都
市
計
画
区
域
の
整

備・開
発
及
び
保
全
の
方
針（
県
決
定
）

縦
覧
期
間　
11
月
13
日
㈮
～
27
日
㈮

　
※
土
・
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く
午
前

　
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

縦
覧
場
所　
都
市
整
備
課

　
　
　
　

�

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市

整
備
局
都
市
計
画
課

【
意
見
書
の
提
出
】

変
更
案
に
意
見
の
あ
る
方
は
、
ご
意

見
、
住
所
、
氏
名
な
ど
を
記
載
し
た
書

面
（
意
見
書
）
を
、都
市
整
備
課
（
〒
２

８
９
‐
１
３
９
２　
山
武
市
殿
台
２
９

６
）
へ
郵
送
ま
た
は
持
参
し
て
く
だ
さ

い
（
意
見
書
様
式
は
都
市
整
備
課
に
あ

り
ま
す
）。

意
見
書
を
提
出
で
き
る
方

市
内
に
住
所
が
あ
る
方
（
法
人
を
含

む
）
及
び
利
害
関
係
が
あ
る
方

提
出
期
間　
11
月
13
日
㈮
～
27
日
㈮

　
※
郵
送
は
、
27
日
㈮
消
印
有
効

意
見
書
の
取
り
扱
い　
都
市
計
画
の

決
定
を
行
う
際
は
、
千
葉
県
都
市
計
画

審
議
会
の
議
を
経
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。提
出
さ
れ
た
意
見
に
つ
い
て
は
、

そ
の
要
旨
を
審
議
の
判
断
資
料
の
一
つ

と
し
て
、
審
議
会
に
提
出
し
ま
す
。

　
山
武
市
都
市
整
備
課

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
９
１

　
　

�

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局

都
市
計
画
課

☎
０
４
３（
２
２
３
）３
３
７
６

育
教・
て
育
子

暮
ら
し・環
境
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動
物
に
よ
る
危
害
防
止

対
策
強
化
月
間

11
月
は
「
動
物
に
よ
る
危
害
防
止
対

策
強
化
月
間
」
で
す
。
次
の
こ
と
に
注

意
し
、
動
物
に
よ
る
事
故
や
迷
惑
を
防

止
し
ま
し
ょ
う
。

●
人
が
犬
に
か
ま
れ
る
事
故
が
、
平
成

26
年
度
は
県
内
で
１
４
５
件
発
生
し
ま

し
た
。

・
飼
い
犬
が
人
を
か
ん
だ
時
は
保
健
所

へ
届
け
出
し
、
か
ん
だ
犬
が
狂
犬
病
の

疑
い
が
な
い
か
ど
う
か
獣
医
師
の
検
診

を
う
け
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

・
犬
は
来
訪
者
の
届
か
な
い
場
所
に
つ

な
ぎ
ま
し
ょ
う
。
門
や
玄
関
か
ら
飛
び

出
さ
な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●
犬
の
登
録
と
年
１
回
の
狂
犬
病
予
防

接
種
は
、
法
律
に
定
め
ら
れ
た
飼
い
主

の
義
務
で
す
。

●
猫
は
屋
内
で
飼
い
ま
し
ょ
う
。
糞
尿

や
鳴
き
声
に
よ
る
被
害
を
防
止
で
き
、

感
染
症
や
交
通
事
故
等
の
危
険
か
ら
猫

を
守
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
犬
猫
合
わ
せ
て
10
頭
以
上
飼
う
場

合
、
保
健
所
へ
の
届
出
が
必
要
で
す

（
91
日
齢
未
満
の
犬
猫
を
除
く
）。

●
一
部
の
サ
ル
、
ヘ
ビ
な
ど
の
特
定
動

物
を
飼
う
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
保
健

所
長
の
許
可
が
必
要
で
す
。

●
ペ
ッ
ト
が
い
な
く
な
っ
た
ら
す
ぐ
探

し
、
保
健
所
、
警
察
、
動
物
愛
護
セ
ン

タ
ー
に
電
話
等
で
届
け
出
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
動
物
病
院
で
「
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ

プ
」
を
装
着
す
る
な
ど
し
て
、
飼
い
主

が
わ
か
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
動
物
は
責
任
を
も
っ
て
最
後
ま
で
面

倒
を
み
ま
し
ょ
う
。
や
む
を
得
な
い
事

情
で
飼
え
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
新
し

い
飼
い
主
を
探
し
て
く
だ
さ
い
。
保
健

所
・
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
で
は
飼
い
主

探
し
を
お
手
伝
い
し
ま
す
。

●
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
で
は
、
定
期
的

に
「
犬
の
飼
い
方
・
し
つ
け
方
教
室
」

を
開
催
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
動
物
愛

護
や
し
つ
け
方
、
動
物
由
来
感
染
症
な

ど
に
つ
い
て
、
学
校
、
地
域
の
勉
強
会

に
講
師
を
派
遣
し
ま
す
。

　
千
葉
県
山
武
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
保
健
所
）

☎
０
４
７
５（
５
４
）０
６
１
１

　
　
千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

☎
０
４
７
６（
９
３
）５
７
１
１

ご
み
ゼ
ロ
運
動
に
ご
協
力
を

実
施
日　
11
月
15
日
㈰　
午
前
８
～
11

時
（
雨
天
決
行
）

場
所　
市
内
の
道
路
沿
い

収
集
方
法　
市
か
ら
配
布
し
た
ご
み
袋

に
、
紙
く
ず
・
カ
ン
・
ビ
ン
な
ど
を

集
め
て
く
だ
さ
い
。

※
粗
大
ご
み
は
対
象
外
で
す
。
発
見
し

た
場
合
は
、
環
境
保
全
課
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　
環
境
保
全
課　
　

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
６
１

林
野
火
災
に
ご
注
意
を
！

秋
か
ら
冬
に
か
け
て
は
林
野
火
災
が

全
国
各
地
で
多
発
す
る
時
期
と
な
り
ま

す
。
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
、
火
災
を

未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

●
火
気
の
使
用
中
は
そ
の
場
を
離
れ

ず
、
使
用
後
は
完
全
に
消
火
す
る

●
火
入
れ
を
行
う
際
、
市
町
村
長
の
許

可
を
必
ず
受
け
る
と
と
も
に
、
十
分
な

実
施
体
制
を
と
る

●
た
ば
こ
は
、
指
定
さ
れ
た
場
所
で
喫

煙
し
、
吸
い
が
ら
は
必
ず
消
す
と
と
も

に
、
投
げ
捨
て
を
し
な
い

「
火
入
れ
」
と
は
、
土
地
を
肥
や
す

た
め
山
野
の
枯
れ
草
や
雑
木
な
ど
を
焼

く
こ
と
を
言
い
ま
す
。

　
農
林
水
産
課

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
２
１
３

狩
猟
期
間
が
始
ま
り
ま
す

11
月
15
日
㈰
か
ら
平
成
28
年
２
月
15

日
㈪
ま
で
の
３
カ
月
間
は
狩
猟
が
解
禁

と
な
り
ま
す
。
ハ
ン
タ
ー
の
方
々
に
は

法
令
を
遵
守
し
、
事
故
等
を
起
こ
さ
な

い
よ
う
に
十
分
注
意
す
る
よ
う
お
願
い

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
山
林
・
原

野
に
立
ち
入
る
際
は
、
ハ
ン
タ
ー
が
認

識
し
や
す
い
よ
う
に
、
赤
、
オ
レ
ン
ジ

等
の
目
立
つ
色
彩
の
服
装
の
着
用
や
、

ボ
リ
ュ
ー
ム
を
あ
げ
た
ラ
ジ
オ
を
携
帯

す
る
な
ど
、
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
る
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

　
千
葉
県
山
武
地
域
振
興
事
務
所　

地
域
環
境
保
全
課

　
☎
０
４
７
５（
５
５
）３
８
６
２
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結
婚
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

山
武
市
結
婚
相
談
連
絡
会
で
は
、
結

婚
を
希
望
す
る
市
内
在
住
の
独
身
男
性

ま
た
は
独
身
女
性
を
対
象
と
し
て
結
婚

相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
結
婚
相
談
員

が
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
の
で
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
な
お
、
相
談
は
無
料
で
秘

密
は
守
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
結
婚
相
談
連
絡
会
に
利
用
者

登
録
す
る
と
、
婚
活
イ
ベ
ン
ト
等
の
情

報
提
供
や
結
婚
相
談
を
継
続
的
に
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

日
時　
11
月
29
日
㈰　
午
後
１
時
30
分

～
午
後
３
時

場
所　
山
武
市
役
所　
第
1
会
議
室

　
山
武
市
結
婚
相
談
連
絡
会
事
務
局

　
わ
が
ま
ち
活
性
課　

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
２
０
２

路
線
バ
ス
区
間
運
休
お
よ
び

基
幹
バ
ス
停
名
称
の
変
更

11
月
29
日
㈰
に
第
10
回
さ
ん
む
ロ
ー

ド
レ
ー
ス
大
会
が
開
催
さ
れ
る
た
め
、

路
線
バ
ス
に
つ
い
て
運
休
お
よ
び
乗
降

規
制
が
発
生
し
ま
す
の
で
、
ご
利
用
の

際
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
山
武
市
基
幹
バ
ス
（
さ
ん
バ
ス
）
の

区
間
運
休

午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で
の
間
、『
中

下
北
』
お
よ
び
『
蓮
沼
海
浜
公
園
』
は

ご
利
用
に
な
れ
ま
せ
ん
。『
中
下
』
ま

で
の
折
り
返
し
運
転
と
な
り
ま
す
。

○
空
港
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
一
部
運
行
区
間

の
乗
降
規
制

午
前
８
時
50
分
か
ら
正
午
ま
で
の
間
、

『
蓮
沼
中
下
』
お
よ
び
『
蓮
沼
海
浜
公
園

第
１
駐
車
場
』で
は
乗
降
で
き
ま
せ
ん
。

○
基
幹
バ
ス
停
名
称
の
変
更

11
月
１
日
㈰
よ
り「
松
尾
ふ
れ
あ
い
館
」

バ
ス
停
の
名
称
が
「
松
尾
交
流
セ
ン

タ
ー
洗
心
館
」
へ
変
更
と
な
り
ま
す
。

な
お
、ダ
イ
ヤ
の
改
正
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
企
画
政
策
課

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
３
１

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
に
よ
る

情
報
伝
達
訓
練

津
波
や
武
力
攻
撃
等
の
災
害
時
に
、

J
ア
ラ
ー
ト
（
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ

ム
）
に
よ
り
国
か
ら
伝
達
さ
れ
る
緊
急

情
報
を
、
防
災
行
政
無
線
の
放
送
等
に

よ
り
確
実
に
市
民
の
皆
さ
ん
へ
お
伝
え

で
き
る
よ
う
、
全
国
一
斉
に
情
報
伝
達

訓
練
を
実
施
し
ま
す
。

な
お
、
情
報
伝
達
訓
練
で
は
、
防
災

行
政
無
線
（
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
・
戸
別

受
信
機
）
の
放
送
お
よ
び
山
武
市
安
心

安
全
メ
ー
ル
を
配
信
し
ま
す
。

訓
練
日
時　
11
月
25
日
㈬　
午
前
11
時

防
災
行
政
無
線
放
送
内
容

・
上
り
チ
ャ
イ
ム

・「
こ
れ
は
、
テ
ス
ト
で
す
」
×
3
回

・「
こ
ち
ら
は
防
災
さ
ん
む
で
す
」

・
下
り
チ
ャ
イ
ム

※
山
武
市
安
心
安
全
メ
ー
ル
は
、「
防

災
・
国
民
保
護
情
報
」
の
受
信
を
選

択
さ
れ
て
い
る
方
を
対
象
に
配
信
し

ま
す
。

　
消
防
防
災
課

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
１
６

「
無
防
備
な　
心
に　

火
災
が　
か
く
れ
ん
ぼ
」

11
月
９
日
か
ら
15
日
ま
で
の
一
週

間
、
秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動
を
実
施

し
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
は
、
空
気
が
乾
燥
し
火
災

が
発
生
し
や
す
い
時
季
を
迎
え
ま
す
。

火
災
か
ら
大
切
な
命
と
財
産
を
守
る
た

め
「
住
宅
防
火　
い
の
ち
を
守
る　
7

つ
の
ポ
イ
ン
ト
」を
実
践
し
ま
し
ょ
う
。

３
つ
の
習
慣

○
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
や
め
る
。

○
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の
か

ら
離
れ
た
位
置
で
使
用
す
る
。

○
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ
る

と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す
。

４
つ
の
対
策

○
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅
用

火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

○
寝
具
、
衣
類
お
よ
び
カ
ー
テ
ン
か
ら

の
火
災
を
防
ぐ
た
め
に
、
防
炎
品
を

使
用
す
る
。

○
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め

に
、住
宅
用
消
火
器
等
を
設
置
す
る
。

○
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人
を

守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の
協
力
体
制

を
つ
く
る
。

　
消
防
防
災
課

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
１
９

【運休および通過となる区間】
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住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し

ま
し
ょ
う
！

住
宅
防
火
対
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
は
重
要
で

す
。
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
火
災
の
煙

や
熱
を
い
ち
早
く
感
知
し
て
、
音
声
な

ど
で
火
災
の
発
生
を
知
ら
せ
、
早
期
の

避
難
を
促
し
ま
す
。

設
置
場
所　
寝
室
・

階
段
・
台
所
の
天

井
ま
た
は
壁
の
高

所
に
設
置
し
ま
す
。

購
入
先　
ホ
ー
ム
セ

ン
タ
ー
、
電
気
店

な
ど
で
購
入
で
き

ま
す
。

取
付
方
法　
電
池
式
の
火
災
警
報
器
は

ネ
ジ
や
ピ
ン
に
よ
り
簡
単
に
取
り
付

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

既
に
設
置
し
て
あ
る
場
合
は
、
点
検

ボ
タ
ン
を
押
す
な
ど
し
て
機
能
の
点
検

を
し
ま
し
ょ
う
（
最
大
10
年
を
目
安
に

火
災
警
報
器
を
交
換
す
る
こ
と
を
お
す

す
め
し
ま
す
）。

　
山
武
郡
市
広
域
行
政
組
合
消
防
本

部
予
防
課
予
防
係

☎
０
４
７
５（
５
２
）８
７
５
４

交
通
災
害
共
済
随
時
申
込
受
付
中

加
入
で
き
る
方　
市
内
に
住
ん
で
い
る

方
と
そ
の
扶
養
者
で
す
。

共
済
期
間　
加
入
受
付
日
の
翌
日
か
ら

平
成
28
年
８
月
31
日
ま
で

年
会
費　
加
入
月
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

加
入
申
込
日　
　
　
　
会
費
の
額

27
年
11
月　
　
　
　
　
６
０
０
円

　
　
12
月　
　
　
　
　
５
０
０
円

28
年
１
月　
　
　
　
　
５
０
０
円

　
　
２
月　
　
　
　
　
４
０
０
円

　
　
３
月　
　
　
　
　
３
０
０
円

　
　
４
月　
　
　
　
　
３
０
０
円

　
　
５
月　
　
　
　
　
２
０
０
円

　
　
６
月　
　
　
　
　
２
０
０
円

　
　
７
月　
　
　
　
　
１
０
０
円

　
　
８
月　
　
　
　
　
１
０
０
円

対
象
と
な
る
事
故　
車
両
（
自
動
車
、

オ
ー
ト
バ
イ
な
ど
）
の
交
通
事
故
で

交
通
事
故
証
明
書
（
原
則
と
し
て
人

身
事
故
扱
い
）が
発
行
さ
れ
た
も
の
。

共
済
見
舞
金

死　
　
亡
…
･
１
５
０
万
円

障　
　
害
…
･
２
万
～
50
万
円
（
医
療

機
関
受
診
日
数
に
よ
り
決
定
）

身
体
障
害
（
１
級
ま
た
は
２
級
）
障
害

見
舞
金
の
ほ
か
に
50
万
円

・
　
市
民
課
ま
た
は
各
出
張
所

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
２
７
１

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
や
ス

ト
ー
カ
ー
等
の
女
性
を
め
ぐ
る
各
種
の

人
権
問
題
に
つ
い
て
、「
女
性
に
対
す

る
暴
力
を
な
く
す
運
動
」
の
期
間
中
、

全
国
一
斉
に
人
権
擁
護
委
員
が
「
女
性

の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
を
通
じ
て
、

相
談
に
応
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

千
葉
県
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

で
は
、
次
の
と
お
り
相
談
に
応
じ
ま
す

の
で
、
お
電
話
く
だ
さ
い
。

日
時　
11
月
16
日
㈪
～
20
日
㈮　
午
前

８
時
30
分
～
午
後
７
時

　
11
月
21
日
㈯
、
22
日
㈰　
午
前
10
時

～
午
後
５
時

対
応
者　
千
葉
県
人
権
擁
護
委
員
連
合

会
女
性
人
権
擁
護
委
員

　
千
葉
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課
職
員

　
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

狩
猟
に
伴
う
事
件
・
事
故
を

防
止
し
ま
し
ょ
う

狩
猟
が

解
禁
と
な

り
ま
す
。

県
内
の
狩

猟
期
間
は
、
11
月
15
日
㈰
か
ら
平
成
28

年
２
月
15
日
㈪
ま
で
の
３
カ
月
間
で
す
。

昨
年
の
狩
猟
期
間
を
見
ま
す
と
、
県

内
で
の
狩
猟
に
よ
る
人
身
事
故
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
全
国
で
は
イ
ノ
シ
シ

猟
中
、
銀
杏
拾
い
を
し
て
い
た
男
性
を

イ
ノ
シ
シ
と
間
違
え
、
発
砲
し
て
死
亡

さ
せ
る
な
ど
狩
猟
に
よ
る
人
身
事
故
が

発
生
し
ま
し
た
。

狩
猟
者
の
皆
さ
ん
は
、「
許
可
を
受

け
て
猟
銃
を
所
持
し
て
い
る
」
と
い
う

社
会
的
責
任
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
法

令
や
マ
ナ
ー
を
遵
守
し
て
、
事
件
・
事

故
の
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
禁
猟
区
で
発
砲
音
を
聞
い
た

り
、
猟
銃
の
所
持
者
が
危
険
な
行
為
を

し
て
い
る
と
こ
ろ
を
目
撃
し
た
場
合

は
、
山
武
警
察
署
ま
で
通
報
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
山
武
警
察
署　

☎
０
４
７
５（
８
２
）０
１
１
０
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行政からの
お知らせ

information

事
業
・
不
動
産
所
得
の
あ
る
皆
さ
ま
へ

始
め
ま
せ
ん
か
「
青
色
申
告
」

青
色
申
告
の
特
典
（
主
な
も
の
）

①
青
色
申
告
特
別
控
除

②
青
色
事
業
専
従
者
給
与
の
必
要
経
費

算
入

③
純
損
失
の
繰
越
と
繰
戻
し

青
色
申
告
の
手
続

「
青
色
申
告
承
認
申
請
書
」
を
、
青

色
申
告
を
し
よ
う
と
す
る
年
の
3
月
15

日
ま
で
（
新
た
に
事
業
を
始
め
た
方
は

開
業
し
た
日
か
ら
2
カ
月
以
内
）
に
税

務
署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

決
算
説
明
会
の
開
催

税
務
署
で
は
、確
定
申
告
に
向
け
て
、

収
支
内
訳
書
ま
た
は
青
色
決
算
書
の
書

き
方
と
消
費
税
の
計
算
方
法
な
ど
に
つ

い
て
の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

期
日
・
場
所　
12
月
３
日
㈭　
山
武
市

役
所
３
階
大
会
議
室

　
12
月
４
日
㈮　
東
金
市
中
央
公
民
館

時
間　
午
前
10
時
～
正
午
（
筆
記
用
具

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
）

　
東
金
税
務
署�

個
人
課
税
部
門

☎
０
４
７
５（
５
２
）３
１
２
１

平
成
28
年
度
か
ら
個
人
住
民
税

の
給
与
天
引
き
を
徹
底
し
ま
す

特
別
徴
収
と
は
、
所
得
税
の
源
泉
徴

収
義
務
が
あ
る
事
業
主
が
、
従
業
員

（
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
を
含
む
）
に

代
わ
っ
て
、
毎
月
の
給
与
か
ら
個
人
住

民
税
を
天
引
き
し
、
市
町
村
に
納
入
す

る
制
度
で
す
。
特
別
徴
収
は
、
法
律
で

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
従
業
員
の

方
に
と
っ
て
も
、
１
回
当
た
り
の
納
付

額
が
少
な
く
な
る
ほ
か
、
金
融
機
関
で

納
付
す
る
必
要
が
な
い
の
で
納
め
忘
れ

が
な
く
な
る
な
ど
、
大
変
便
利
で
す
。

事
業
主
の
皆
さ
ん
特
別
徴
収
の
準
備

を
お
願
い
し
ま
す

　
県
お
よ
び
県
内
全
市
町
村
で
は
、
一

定
の
例
外
を
除
き
、
原
則
全
て
の
事
業

主
に
平
成
28
年
度
か
ら
個
人
住
民
税
の

特
別
徴
収
（
給
与
天
引
き
）
を
実
施
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
特
別
徴
収
を
実
施
し
て
い
な
い
事
業

主
に
は
、
11
月
末
ま
で
に
各
市
町
村
か

ら
指
定
予
告
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
の

で
、
ご
準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
千
葉
県
税
務
課

　
☎
０
４
３（
２
２
３
）３
０
９
８

　
　
千
葉
県
市
町
村
課

　
☎
０
４
３（
２
２
３
）２
１
３
３

　
　
課
税
課　

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
２
８
１

消費者情報
　長期間使用している家電の発火に注意！

・家電製品等は長期間の使用や保有による経年劣
化で、発煙や発火などの危険な状態が起きること
があります。不具合が発生したら、使用をやめて
コンセントから電源プラグを抜き、販売店やメー
カーに相談しましょう。 
・同じ製品でも、使用状況や環境により劣化が早
く進む場合があります。電源コードや家電製品の
まわりは、こまめに掃除して自分でもチェックし
ましょう。 
・困ったときは、消費生活センター等にご相談く
ださい。家族や周囲の方も相談することができま
す。

◆山武市消費生活センター◆
日時　 平日　午前9時～正午
　　　午後1時～4時30分（祝日を除く）
場所　山武市役所　☎0475（82）8452

改正障害者雇用促進法に基づく
「障害者差別禁止指針」および「合理的配慮指針」

が平成28年4月から施行されます。

　障害者差別禁止指針では、すべての事業主を対
象に、募集や採用に関して障害者であることを理
由とする差別を禁止することなどを定めています。
　合理的配慮指針 では、すべての事業主を対象
に、募集や採用時には障害者が応募しやすいよう
な配慮を、採用後は仕事をしやすいような配慮を
することなどを定めています。
　くわしくは厚生労働省のホームページをご覧い
ただくか、最寄りのハローワークにお尋ねくださ
い。

　ハローワーク千葉
　（千葉公共職業安定所安定所）専門援助部門
　☎043（242）1181　43♯
　 http://www.mhlw.go.jp/


